
  

令和５年３月２８日 
  

 
（仮称）使用済みプラスチック選別・再商品化施設〔スーパーソーティングセ

ンター〕整備計画に係る条例環境影響評価審査書を公告しました 
 

  
当該事業について、川崎市環境影響評価に関する条例第２５条第１項の規定

に基づき条例環境影響評価審査書を公告しました。 
 
１ 指定開発行為者 

名 称：Ｊ＆Ｔ環境株式会社 
代表者：代表取締役社長 露口 哲男 
住 所：神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番１号 

 

２ 指定開発行為の名称及び所在地 

名 称：（仮称）使用済みプラスチック選別・再商品化施設〔スーパーソー

ティングセンター〕整備計画  
所在地：川崎市川崎区水江町地内 

        （JFE スチール株式会社 東日本製鉄所 京浜地区 内） 

 
３ 条例環境影響評価審査書公告年月日 
  令和５年３月２８日（火） 
 
４ 事業内容等に関する問合せ先 

名    称： Ｊ＆Ｔ環境株式会社 川崎本社 
所 在 地： 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 
電話番号： ０４４－３３０－９４８０   

 
 

川崎市環境局環境対策部環境評価課 
電話（０４４）２００－２１５６  
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令和５年３月 

川 崎 市  

 

（写）



はじめに 

 

（仮称）使用済みプラスチック選別・再商品化施設〔スーパーソーティングセ

ンター〕整備計画は、Ｊ＆Ｔ環境株式会社が、川崎区水江町地内のＪＦＥスチー

ル株式会社 東日本製鉄所 京浜地区内の約 3.1ha の区域において、既存の建

屋を利用して廃棄物中間処理施設（プラスチックリサイクル施設）を設置するも

のである。 

指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例（以下「条例」という。）

に基づき、令和４年 11 月 29 日に指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準

備書（以下「条例準備書」という。）を提出した。 

市は、この提出を受けて条例準備書を公告、縦覧したが、市民等からの意見書

の提出はなかった。 

これらの結果をもって、川崎市環境影響評価審議会（以下「審議会」という。）

に諮問し、令和５年３月 16 日に答申を得た。 

市では、この答申を踏まえ、条例第 24 条に基づき、条例準備書等を総合的に

審査し、本条例環境影響評価審査書（以下「条例審査書」という。）を作成した

ものである。 
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１ 指定開発行為の概要 

(1) 指定開発行為者 

名 称：Ｊ＆Ｔ環境株式会社 

代表者：代表取締役社長 露口 哲男 

住 所：横浜市鶴見区弁天町３番１号 

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：（仮称）使用済みプラスチック選別・再商品化施設〔スーパーソ

ーティングセンター〕整備計画 

種 類：廃棄物処理施設の新設（第２種行為） 

（川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第１の７の項

に該当） 

 

(3) 指定開発行為を実施する区域 

位  置：川崎区水江町地内（ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所 

京浜地区 内） 

区域面積：約 30,660 ㎡ 

用途地域：工業専用地域  
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(4) 計画の概要 

ア 目的 

廃棄物中間処理施設（プラスチックリサイクル施設）の設置 

 

イ 土地利用計画 

土地利用区分 
計画地 

面積（ｍ2） 割合（％） 

計画建物 約 21,340 約 69.6 

通路等 約 9,320 約 30.4 

合計 約 30,660 100.0 

 

ウ 建築計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種類・名称 
建築面積

（ｍ2） 

延べ面積 

（ｍ2） 
構造 

最高高さ

（ｍ） 
階数 

既

存 

計画 

建物 

水江共通品 

２号倉庫 
約 21,108 約 27,271 鉄骨 約 50 １階 

詰所 約 194 約 308 鉄骨 約 6.5 ２階 

油倉庫 約 38 約 38 
補強コンクリ

ートブロック 
約 3.5 １階 

合計 約 21,340 約 27,617 ― ― ― 
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エ 工場設備計画 

項目 計画内容 能力 

処理能力 
一般廃棄物：178.7t/日 

産業廃棄物：188.1t/日 

一廃 

対象 

産廃 

対象 

処理 

設備 

ソ

ー

テ

ィ

ン

グ

ラ

イ

ン 

破

砕 

破袋機 74.9t/日 ○  

粗破砕機（二軸破砕機） 103.8t/日 ○  

粉砕機 25.2t/日  ○ 

選

別 

揺動選別機 76.6t/日   

光学選別機 50.4t/日   

圧

縮 

圧縮梱包機１ 46.3t/日   

圧縮梱包機２ 122.3t/日   

Ｒ

Ｐ

Ｆ

ラ

イ

ン 

破

砕 

粗破砕機（二軸破砕機） 164.1t/日   

一軸破砕機１ 81.5t/日  ○ 

一軸破砕機２ 81.5t/日  ○ 

選

別 

風力選別機１ 85.4t/日   

風力選別機２ 85.4t/日   

圧

縮

固

化 

減容機（成形機）１ 56.9t/日   

減容機（成形機）２ 56.9t/日   

減容機（成形機）３ 56.9t/日   

減容機（成形機）４ 22.3t/日   

運転計画 

稼働時間：24時間／日 

年間稼働日数：365 日 

従業員数：50名程度（15名×３交代） 

― 

注１）一廃対象は一般廃棄物の処理能力、産廃対象は産業廃棄物の処理能力の算定対象となる設

備を示す。 

注２）各処理設備の能力は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計（処理能力）が一

致しない場合がある。 
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２ 審査結果 

(1) 全般的事項 

本指定開発行為は、廃棄物中間処理施設（プラスチックリサイクル施設）

を設置するものであり、供用時における環境上の配慮が求められることか

ら、条例準備書に記載した環境保全のための措置を実施するとともに、本審

査書の内容を確実に遵守すること。 

 

(2) 環境影響評価項目に関する事項 

ア 温室効果ガス 

事業計画を踏まえ、プラスチックの資源化による温室効果ガス排出量

の削減の程度について条例環境影響評価書で示すとともに、事業の実施

に当たっては、脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガス排出量のより一

層の削減につながる措置について検討すること。 

 

イ 悪臭 

著しく臭気を発するものは受入対象外とすることを前提に予測及び評

価を行っていることから、周辺環境を悪化させないよう、条例準備書に記

載した環境保全のための措置を徹底すること。 
 

ウ 騒音 

沿道における等価騒音レベルが現況において既に環境保全目標を超過

している地点があることから、条例準備書に記載した環境保全のための

措置を徹底すること。 
 

エ 廃棄物等（産業廃棄物） 

供用時に発生する産業廃棄物は、可能な限り資源の循環が図られる方

法で処分すること。 

 

 

 



 

 5

オ 地域交通（交通安全、交通混雑） 

歩行者に対する安全への配慮が必要であると予測している箇所がある

ことから、条例準備書に記載した環境保全のための措置を徹底すること。

また、施設関連車両ルートの一部車線が現況において混雑度 1.0 を上回

っていることから、施設関連車両による影響の低減策を検討し、条例環境

影響評価書において示すとともに、渋滞の状況を考慮した適切な車両の

運行管理を徹底すること。 
 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

条例準備書に記載した「地震時等の災害」、「地球温暖化対策」、「酸性雨」

及び「資源」の各項目における環境配慮の措置については、その積極的な取

組を図るとともに、具体的な実施の内容について市に報告すること。 

 

ア 地震時等の災害 

計画地は、一般的に地盤が軟らかいと言われている埋立地に位置して

おり、地震時に他の地域に比べて揺れが大きく増幅される可能性がある

ため、条例準備書に記載した措置の内容を徹底するとともに、事業継続マ

ネジメントをすること。 
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３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

令和４年 11 月 29 日 指定開発行為実施届の受理及び条例準備書の受領 

12 月 ６日 条例準備書公告、縦覧開始 

12 月 21 日 市長から審議会に条例準備書について諮問 

令和５年 １月 19 日 条例準備書縦覧終了、意見書の締切り 

 意見書の提出 なし 

３月 16 日 審議会から市長に条例準備書について答申 

３月 28 日 条例審査書公告、指定開発行為者宛て送付 

 

 

４ 川崎市環境影響評価審議会の審議経過 

令和４年 12 月 21 日 現地視察 

令和５年 ２月 ７日 審議会（条例準備書事業者説明及び審議） 

３月 15 日 審議会（条例準備書答申案審議） 

 


